
単位と卒業要件及び取得可能学位（大学） 

１．単位の計算方法 

授業科目には単位数が定められています。 

単位とは、科目を修得するために必要な学修量（時間）を数値で表したものです。1単位は、履修登録を行い、

大学における 15 時間の講義に加えて 30 時間の予習・復習からなる自主学習が伴った 45 時間の学修を行った上

で、さらに当該授業科目の行うべき授業回数の７割以上出席（端数切上げ※）し、試験その他の方法により成績

評価が合格と判定されることで得られるものです。 

※端数切上げとは、授業回数の 7割を計算した値の小数点以下を切上げるということ。 

＜例＞授業回数 15回の場合：15回 × 0.7 ＝ 10.5 ≒ 11回以上の出席が必要 

授業科目の単位数は、1単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準として

います。ただし、単位を計算する上での 1時間は 45分とし、授業時間割上の 1時限は 2時間（90分）としてい

ます。 

授業科目の講義、演習、実験、実習及び実技の単位の基準及び単位の数え方は次のとおりです。 

なお、卒業論文、卒業研究の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めています。 

授業種別 単位の基準 備  考 

講  義 授業の方法に応じ、当該授業による教

育効果、授業時間外に必要な学修等を

考慮して、おおむね 15時間から 45時

間までの範囲で大学が定める時間の

授業をもつて一単位として単位数を

計算するものとする。 

授業科目の内容に応じ、教育効果を考慮し

て、30 時間の授業をもって 1 単位とするこ

とができる。 

演  習 

授業科目の内容に応じ、授業時間外に必要な

学修を考慮して、15時間の授業をもって 1単

位とすることができる。 

実験、実習及び実技 ― 

講義、演習、実験、実

習及び実技のうち 2

以上の方法により行

う場合 

その組み合わせに応じ、学則に規定す

る基準により算定した時間の授業を

もって 1単位とする。 

― 

卒業論文、卒業研究、

卒業制作、学外実習

等の授業科目 

学修とその成果を評価して単位を授

与することが適切と認められる場合

には、規定に関わらず、単位数を定め

ることができる。 

― 

〔授業時間と単位〕 

本学では、1時限90分の授業が年30週（前期15週、後期15週）行われます。単位数は、90分（1時限）の授業時

間を2時間相当の学修時間とみなし、事前・事後学習もあわせた時間で設定されています。 

考え方例 

2単位の講義・演習科目 

事前学習 

2時間 

週1回授業 

2時間 

事後学習 

2時間 

授業1:自主学習2 

    ・・・・・ 6（時間/週） × 15（週間） = 2単位 

  



1単位の実験・実習科目 

週1回授業 

2時間 

事前・事後学習 

1時間 

授業2:自主学習1 

    ・・・・・ 3（時間/週） × 15（週間） = 45時間 ＝ 1単位 

   ※ 連続講義科目については、上記の考え方を倍にして考えてください。 

〔単位の認定〕 

履修登録を行い、その授業科目を履修し、当該授業科目の行うべき授業回数の7割以上出席し、試験に合格

（60点以上）することにより、単位が与えられます。 

ただし、その授業科目が開講されている期間の学期末まで在学している必要があります。 

２．卒業要件 

本学に4年以上在学し、学部・学科が定める教育課程により学修し、科目区分毎に定められた必要単位数を含め

124単位以上を修得しなければなりません。ただし、成績優秀者には3年以上の在学での卒業が認められています。 

科目区分ごとに定められる必要単位数は入学年度ごとに定められています。 

入学年度ごとの必要単位数は年度毎の学則（教育課程）を確認してください。 

休学の期間は在籍していても在学期間には含めません。 

卒業判定は、第8セメスター生に対して行われます。 

〔卒業要件単位に含まれない科目〕 

自己設計科目及び自由科目等の授業科目を履修し単位修得したものについては、修得単位の中から併せて 20

単位までを上限として卒業要件単位に算入することができますが、20単位を超える修得単位は卒業要件単位に

含まれません。 

 

   健康福祉学部 総合福祉学科 

１ 教養科目の中から   10単位以上 

２ 学部共通科目の中から  2単位以上 

３ 専門科目の中から   60単位以上（ただし、専門基礎科目から 16単位以上） 

（学部共通科目 2単位を超える単位は、専門科目の単位とすることができる。） 

   健康福祉学部 医療栄養学科／管理栄養学科 

１ 教養科目の中から   14単位以上 

２ 学部共通科目の中から  6単位 

３ 専門科目の中から   78単位以上 

４ 教養科目 14単位を超える単位、専門科目 78単位を超える単位、自由科目、自己設計科目の

修得単位を含め、合計 124単位以上修得すること 

   人間関係学部 心理学科 

１ 教養科目の中から   10単位以上 

２ 学部共通科目の中から  6単位以上 

３ 専門科目の中から   60単位以上 

  



   人間関係学部 子ども発達学科 

１ 教養科目の中から   10単位以上 

２ 学部共通科目の中から  2単位以上 

３ 専門科目の中から 60単位以上 

（学部共通科目 2単位を超える単位は、専門科目の単位とすることができる） 

（注） 

1. 他大学との単位互換協定に基づき、単位を修得した場合、その単位は科目の単位として認定されま

す。 

３．卒業時期 

卒業の時期は、後期末（3月）又は前期末（9月）です。 

後期末（3月）：後期終了時において卒業要件を充足した場合、卒業とします。 

前期末（9月）：前期終了時において卒業要件を充足した場合、卒業とします。 

４. 卒業の認定 

卒業要件を満たした学生は卒業が認められ、卒業証書・学位記が授与されます。卒業の認定を受けた学生には、

学士の学位が授与されます。 

〔3月卒業〕 

(1) 卒業の認定は、3月上旬までに学長が行います。 

(2) 卒業者の発表は、3月上旬に教務課掲示板で行われます。 

(3) 卒業が認定された学生には、保証人宛に卒業式の案内をお送りします。 

(4) 卒業が認められなかった学生には、保証人宛に卒業判定結果通知を送付します。（休学中の学生には通知

しません。） 

(5) 卒業の認定結果に関する電話での問合せには、一切お答えしていません。 

〔卒業不認定になったら〕 

卒業不認定の通知が届いたら、今後の履修方法について至急クラス担任に相談してください。 

(1) 卒業不認定になった場合は、通常どおり履修登録期間内に履修登録をし、授業に出席してください。卒

業不認定後の特別な手続きはありません。 

(2) ガイダンスにも出席し新クラス担任の指導を受けてください。 

(3) 新年度前期休学を希望する場合は、至急クラス担任に連絡をとり、休学の手続きをとってください。 

前期に休学する学生については前期ガイダンスに出席する必要はありません。 

〔9月卒業〕 

前年度卒業不認定になった学生が、前期で卒業要件を満たすことができれば、9月卒業が認定されます。 

(1) 9月卒業を希望する学生は、前期で卒業要件を満たすように、履修に注意してください。 

(2) 9月卒業の可否については、学生本人が前期に履修した科目の成績を確認し、卒業要件を満たしている

かを再度点検してください。 

(3) 卒業の認定は、9月上旬までに学長が行います。 

(4) 卒業者の発表は、9月上旬に教務課掲示板で行われます。 

(5) 卒業が認定された学生には、保証人宛に卒業式の案内をお送りします。 

(6) 卒業が認められなかった学生には、保証人宛に卒業判定結果通知を送付します。（休学中の学生には通

知しません。） 

(7) 卒業の認定結果に関する電話での問合せには、一切お答えしていません。 



５. 学 位 

所定の期間在学し、卒業に必要な単位を修得した学生は卒業が認定され、次の学位が与えられます。 

学  部 学  科 学位(専攻分野) 

健 康 福 祉 学 部 
総合福祉学科 学士(総合福祉学) 

医療栄養学科／管理栄養学科 学士(栄養学) 

人 間 関 係 学 部 
心理学科 学士(心理学) 

子ども発達学科 学士(子ども学) 

６．卒業の延期 

卒業要件を満たす者が、引き続き在学することを希望し、卒業の延期を願い出た場合は、原則として1年間の延期

を認めます。ただし、当該学期までの授業料等の納付金を完納しており、かつ引き続き在学することにより、在学

期間が学則の規定する年数を超えないこととします。なお、卒業延期期間中の休学は認めません。 


